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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間により回転されるように構成されるクランクと、
　前記クランクにより駆動されるシャフトと、
　前記シャフトにより駆動されるように構成される駆動輪と、
　前記シャフトに動力を供給するように構成される第１のモータと、
　前記第１のモータが前記シャフトに動力を供給して前記クランクをバックドライブする
ことなく前記駆動輪を前方に駆動するように、前記クランクと前記シャフトの間に接続さ
れる第１のフリーホイール機構と、
　前記駆動輪が前記第１のモータ又は前記クランクをバックドライブすることなく前方に
移動するように、前記シャフトと前記駆動輪の間に接続される第２のフリーホイール機構
と、
　前記駆動輪又はさらなる駆動輪に動力を供給するように構成される第２のモータと、
　前記第１のモータと前記第２のフリーホイール機構、前記第２のフリーホイール機構と
前記駆動輪、前記第１のフリーホイール機構と前記第１のモータ、のうちの一つの組み合
わせの間に接続される変速装置と、
　ペダルのリズムを検知するように構成されるセンサ、ペダルのトルクを検知するように
構成されるセンサ、前記第１のモータの速度を検知するように構成されるセンサ、前記第
２のモータの速度を検知するように構成されるセンサ、前記第１のモータにより引き抜か
れる電流を検知するように構成されるセンサ、前記第２のモータにより引き抜かれる電流
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を検知するように構成されるセンサ、前記変速装置の入力された軸速度を検知するように
構成されるセンサ、前記変速装置の出力された軸速度を検知するように構成されるセンサ
、前記第１及び第２のモータ、及び前記変速装置に接続されるコントローラと、
を備え、
　前記コントローラは、前記第１及び第２の両方のモータが車両に動力を供給している時
に前記第１及び第２のモータの総合効率を最適化するように構成される人力車両用のドラ
イブトレーンシステム。
【請求項２】
　前記変速装置は無断可変自動変速装置である請求項１に記載のドライブトレーンシステ
ム。
【請求項３】
　前記クランクは前記シャフトを直接駆動する請求項１に記載のドライブトレーンシステ
ム。
【請求項４】
　前記クランクは、ベルトとチェーンと中間軸のうちの一つ以上を介して、前記シャフト
を間接的に駆動する請求項１に記載のドライブトレーンシステム。
【請求項５】
　前記第１のモータは前記シャフトに動力を直接供給する請求項１に記載のドライブトレ
ーンシステム。
【請求項６】
　前記第１のモータは、ベルトとチェーンとさらなるシャフトの一つ以上を介して、前記
シャフトに動力を間接的に供給する請求項１に記載のドライブトレーンシステム。
【請求項７】
　前記第２のモータは前記駆動輪に動力を直接供給する請求項１に記載のドライブトレー
ンシステム。
【請求項８】
　前記第２のモータは前記さらなる駆動輪に動力を供給する請求項１に記載のドライブト
レーンシステム。
【請求項９】
　前記第２のモータは、ベルト、チェーン又はシャフトを介して、前記駆動輪に動力を間
接的に供給する請求項１に記載のドライブトレーンシステム。
【請求項１０】
　前記第２のモータはハブモータである請求項１に記載のドライブトレーンシステム。
【請求項１１】
　前記第２のモータは前記車両を反対方向に駆動するように構成されている請求項１に記
載のドライブトレーンシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記クランクが反対方向に回転している時に前記車両をバックさ
せるように前記第２のモータを動作させる請求項１に記載のドライブトレーンシステム。
【請求項１３】
　前記第２のモータは、前記車両が停止している時に電気エネルギーを発生する請求項１
に記載のドライブトレーンシステム。
【請求項１４】
　ドライブトレーンシステムを備える三輪車であって、該ドライブトレーンシステムは、
　人間により回転されるように構成されるクランクと、
　前記クランクにより駆動されるシャフトと、
　前記シャフトにより駆動されるように構成される前記三輪車の駆動輪と、
　前記シャフトに動力を供給するように構成される第１のモータと、
　前記第１のモータが前記シャフトに動力を供給して前記クランクをバックドライブする
ことなく前記駆動輪を前方に駆動するように、前記クランクと前記シャフトの間に接続さ
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れる第１のフリーホイール機構と、
　前記駆動輪が前記第１のモータ又は前記クランクをバックドライブすることなく前方に
移動するように、前記シャフトと前記駆動輪の間に接続される第２のフリーホイール機構
と、
　前記三輪車の前記駆動輪又はさらなる駆動輪に動力を供給するように構成される第２の
モータと、
　前記第１のモータと前記第２のフリーホイール機構、前記第２のフリーホイール機構と
前記駆動輪、又は前記第１のフリーホイール機構と前記第１のモータ、
の間に接続される変速装置と、
　ペダルのリズムを検知するように構成されるセンサ、ペダルのトルクを検知するように
構成されるセンサ、前記第１のモータの速度を検知するように構成されるセンサ、前記第
２のモータの速度を検知するように構成されるセンサ、前記第１のモータにより引き抜か
れる電流を検知するように構成されるセンサ、前記第２のモータにより引き抜かれる電流
を検知するように構成されるセンサ、前記変速装置の入力された軸速度を検知するように
構成されるセンサ、前記変速装置の出力された軸速度を検知するように構成されるセンサ
、前記第１及び第２のモータ、及び前記変速装置に接続されるコントローラと、
を備え、
　前記コントローラは、前記第１及び第２の両方のモータが車両に動力を供給している時
に前記第１及び第２のモータの総合効率を最適化するように構成される三輪車。
【請求項１５】
　第１のモータによりシャフトを駆動することと、
　前記第１のモータがクランクをバックドライブすることなく前記シャフトを駆動するよ
うに、第１のフリーホイール機構を介して前記シャフトを駆動するクランクを人間によっ
て駆動することと、
　駆動輪が前記第１のモータ又は前記クランクをバックドライブすることなく前方に移動
するように第２のフリーホイール機構を介して前記駆動輪を駆動する前記シャフトにより
、前記駆動輪を駆動することと、
　第２のモータにより前記駆動輪又はさらなる駆動輪を駆動することと、
　前記第１及び第２の両方のモータが車両に動力を供給している時に前記第１及び第２の
モータの総合効率をコントローラによって最適化することと、
を含み、前記コントローラは、
　ペダルのリズムを検知するように構成されるセンサと、
　ペダルのトルクを検知するように構成されるセンサと、
　前記第１のモータの速度を検知するように構成されるセンサと、
　前記第２のモータの速度を検知するように構成されるセンサと、
　前記第１のモータにより引き抜かれる電流を検知するように構成されるセンサと、
　前記第２のモータにより引き抜かれる電流を検知するように構成されるセンサと、
　前記第１のモータと前記第２のフリーホイール機構、前記第２のフリーホイール機構と
前記駆動輪、又は前記第１のフリーホイール機構と前記第１のモータ、の間に接続される
変速装置の入力された軸速度を検知するように構成されるセンサと、
　前記変速装置の出力された軸速度を検知するように構成されるセンサと、
　前記第１及び第２のモータと、
　前記変速装置と、
を備える人力車両に動力を供給するための方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人力車両に関する。特には、人力の、電気的に援助される車両用ドライブト
レーンに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　電動ペダル動力車両は、取付モータと、単独の、又は、ペダルを踏むことを援助する車
両に、動力を供給するために使用される変速機と、を含む。電動ペダル動力車両の一例は
、電動自転車である。電動自転車は、北アメリカ、アジア、ヨーロッパ及び世界の他の場
所で、高い注目を得ている。利点は、使用者に対する様々な健康上の利益と同様に、低エ
ネルギーコスト、保険、免許、登録、駐車などの他のコストが低いこと、交通流の改善、
環境調和性を含む。
【０００３】
　異なるタイプのモータと動力源が、電動ペダル動力車両に動力を供給することができる
。一般的な動力源は、電力モータと同様に、ガソリン及び／又はディーゼルによって燃料
が供給される内燃機関、蒸気エンジン、空気エンジンを含む。これらの動力源は、出力軸
に直接接続されて、又は、ギアで連動されて、出力速度とトルクとを調整する。動力は、
異なる方法を用いて駆動輪に加えられることができる：（１）前輪又は後輪が、ハブ、車
輪又はリムに内蔵された動力源によって直接動力を受ける、（２）車両のフレーム内に取
り付けられた動力源が、「チェーンドライブ」（すなわち、チェーン付スプロケット）、
「ベルトドライブ」（例えば、ラバーベルト）又は「シャフトドライブ」（すなわち、剛
性軸に直接結合された）のような機械式動力伝達システムを介して後輪を駆動する、（３
）電動ローラ又はラバーベルトを車輪又はタイヤに接触させることで、上方に直接取り付
けられたモータから、動力が車輪に伝達される。
【０００４】
　商業上、電動ペダル動力車両は、完全なデザインとして、又は、動力化されていない車
両への使用のために追加されるモータキットとして、のいずれかで販売されている。より
軽量でより高い動力のバッテリーは、電動モータが、電動ペダル動力車両へより一般的に
使用されることを可能にする。同様に、そのような技術は、身体的な障害及び／又は関節
炎や膝の病気等の制限された可動性を持つ人々に対して役に立つことが証明されている。
【０００５】
　企業は、通常の自転車用の、内燃機関モータ変換キットを製造している。例は、以下を
含む：（ｉ）ベルトを用いて後輪を駆動させるリアエンジンラックマウントキット、（ｉ
ｉ）ラックマウントチェーンドライブ歯車式変速機、同様に（ｉｉｉ）タイヤローラマウ
ント又はチェーンドライブを有するラックマウント歯車式変速機。
【０００６】
　電動モータを使用している電動自転車は、容量と範囲とにおいて制限されるバッテリー
を使用するので、ペダルを踏むことは、推進を援助するために使用される。そのような電
動モータ自転車の設計は、特に、激しい交通渋滞、高齢化、燃料の欠乏をもつ国々におい
て、ますます普及している。
【０００７】
　マツウラの米国特許出願３，９２１，４６７は、第１スプロケットと、間に張力スプロ
ケットを有する最終スプロケットと、からなる自転車本体の中央に配置されるドライブト
レーンを持つ自転車を記載している。第１スプロケットと最終スプロケットとの間に第２
スプロケットを付加することが、ドライブトレーンのギア比を変更することを可能にする
。
【０００８】
　リンの米国特許出願６，３５２，１３１は、クランクと車軸は静止したままでチェーン
リングを回転することを可能とする一方向性回転組立体を記載している。この設計は、ク
ランクを静止させてバイクを推進させることを可能とし、使用者にさらにギアをシフトで
きることを可能とする。
【０００９】
　ホランドの米国特許出願７，３１４，１０９は、車軸によって自転車フレームに取り付
けられたハブモータを含む電動自転車を記載している。自転車が惰力走行しているとき、
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この設計は、後輪がモータを駆動して下りの回生ブレーキ性能を提供することを可能とす
るであろう。ホランドの米国特許出願７，４６１，７１４は、中間副軸を介してペダルと
リア被駆動輪に接続するフレーム取付モータも記載している。この設計内のフリーホイー
ルは、制動中又は下り坂を惰行走行中にバッテリーを再チャージすることができる。
【００１０】
　リンの米国特許出願公開２０１０／０３０７８５１は、３つの要素、モータ、減速セク
ション及び動力援助セクション、を備える自転車用の動力援助システムをさらに記載して
いる。このようなシステムは、４つのモード：（１）動力援助ペダルモード、（２）ペダ
ルのみのモード、（３）動力補助のみのモード、及び、（４）惰行走行非動力モード、で
動作する。
【００１１】
　この背景技術情報は、本発明に関連している可能性があると出願人によって信じられて
いる情報を明確にするために提供された。前記の情報のいずれかがが、本発明に対する先
行技術を構成することを認めることは、必ずしも意図されない、また、解釈されるべきで
もない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、三輪車のような、人力の電気的に援助される車両用のドライブトレーンに向
けられている。ドライブトレーンは、２つの電気モータを含み、人が車両を動かすために
働かせる必要のある労力を低減し、車両の加速と効率を増加させ、車両がブレーキ操作さ
れているときの電気エネルギーを回収し、車両に動力を供給して反対に移動させる。それ
は、車両を前方に移動させながらクランクを静止状態に維持することを可能とするフリー
ホイール機構を適用させつつ、これらの解決を成し遂げる。ドライブトレーンに２つのモ
ータを使用することは、それらをより高い効率性能域内で動作させることを可能とし、車
両を駆動するために蓄積された電気エネルギーを運動エネルギーに変換する際に、より高
い総合効率を可能とする。
【００１３】
　この配置は、他の方法、例えば、１つのハブモータを後輪に装着することや、後輪を駆
動する１つのミッドマウント型モータと比較して、制限された動力限界内のままでありな
がら、より大きなトルクが後輪に加えられることを可能とする。
【００１４】
　ここに開示されているのは、人力車両用のドライブトレーンシステムであり、人間によ
り回転されるように構成されるクランクと、前記クランクにより駆動されるシャフトと、
前記シャフトにより駆動されるように構成される駆動輪と、前記シャフトに動力を供給す
るように構成される第１のモータと、前記第１のモータが前記シャフトに動力を供給して
前記クランクをバックドライブすることなく前記駆動輪を前方に駆動するように、前記ク
ランクと前記シャフトの間に接続される第１のフリーホイール機構と、前記駆動輪又はさ
らなる駆動輪に動力を供給するように構成される第２のモータと、を備えている。
【００１５】
　前記ドライブトレーンシステムは、また、前記駆動輪が前記第１のモータ又は前記クラ
ンクをバックドライブすることなく前方に移動するように、前記シャフトと前記駆動輪の
間に接続される第２のフリーホイール機構を含んでも良い。
【００１６】
　前記ドライブトレーンシステムは、また、前記第１のモータと前記第２のフリーホイー
ル機構、前記第２のフリーホイール機構と前記駆動輪、前記第１のフリーホイール機構と
前記第１のモータ、のうちの一つの組み合わせの間に接続される変速装置含んでも良い。
【００１７】
　ここにはまた、ドライブトレーンシステムを横着した三輪車も開示されている。このド
ライブトレーンシステムは、人間により回転されるように構成されるクランクと、前記ク
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ランクにより駆動されるシャフトと、前記シャフトにより駆動されるように構成される三
輪車の駆動輪と、前記シャフトに動力を供給するように構成される第１のモータと、前記
第１のモータが前記シャフトに動力を供給して前記クランクをバックドライブすることな
く前記三輪車の前記駆動輪を前方に駆動するように、前記クランクと前記シャフトの間に
接続される第１のフリーホイール機構と、前記駆動輪又は前記三輪車のさらなる駆動輪に
動力を供給するように構成される第２のモータと、を備えている。
【００１８】
　前記車両は、前記三輪車の前記駆動輪が前記第１のモータ又は前記クランクをバックド
ライブすることなく前方に移動するように、前記シャフトと前記駆動輪の間に接続される
第２のフリーホイール機構も含んでも良い。
【００１９】
　ここにはさらに、人力車両に動力を供給する方法が開示されている。前記方法は、第１
のモータによりシャフトを駆動することと、前記第１のモータがクランクをバックドライ
ブすることなく前記シャフトを駆動するように、第１のフリーホイール機構を介して前記
シャフトを駆動するクランクを人間によって駆動することと、第２のモータにより駆動輪
を駆動することと、前記駆動輪と前記さらなる駆動輪の少なくとも一つが前記第１のモー
タ又は前記クランクをバックドライブすることなく前方に移動するように第２のフリーホ
イール機構を介して前記駆動輪と前記さらなる駆動輪の少なくとも一つを駆動する前記シ
ャフトにより、前記駆動輪とさらなる駆動輪の少なくとも一つを駆動することと、を含ん
でいる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　以下の図面は、本発明の実施形態を示す。それらは、どのようにしても、本発明の範囲
を制限するとして解釈されるべきものではない。
【００２１】
【図１】は、本発明に係る基本的なドライブトレーンシステムの模式的な図である。
【００２２】
【図２】は、ドライブトレーンシステムの第１実施形態の上面図である。
【００２３】
【図３】は、ドライブトレーンシステムの第１実施形態の側面図である。
【００２４】
【図４】は、ドライブトレーンシステムの第１実施形態の斜視図である。
【００２５】
【図５】は、ドライブトレーンシステムの第２実施形態の上面図である。
【００２６】
【図６】は、ドライブトレーンシステムの第２実施形態の側面図である。
【００２７】
【図７】は、ドライブトレーンシステムの第２実施形態の斜視図である。
【００２８】
【図８】は、ドライブトレーンシステムの第３実施形態の上面図である。
【００２９】
【図９】は、ドライブトレーンシステムの第３実施形態の側面図である。
【００３０】
【図１０】は、ドライブトレーンシステムの第３実施形態の斜視図である。
【００３１】
【図１１】は、接続された入力及び出力モジュールを含む、ドライブトレーンシステム用
の制御システムの実施形態の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
Ａ．用語集
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　リズム－人力車両の自転車乗り又は他の運転者がペダルを回転させる速度。リズムは、
例えば、１分当たりの回転数で計測される。例えば、クランクを速く回転させすぎること
は不快であるので、リズムは自転車乗りに対して最適であるべきである。
【００３３】
　バックドライブ－車両の被駆動輪が、その主駆動機構以外の手段で回転させられるとき
、バックドライブは、あたかも被駆動輪に動力を供給しているかのように、主駆動機構を
動作させることに関連する。例えば、重力のみの影響下で下り坂を移動している非フリー
ホイール機構を有する自転車は、バックドライブクランクを有している。なぜなら、それ
は、自転車乗りがそれに動力を供給しなくても、それが回転しているからである。
【００３４】
　歯車モータ－これは、出力軸速度を減速させ出力軸トルクを増加させるために組み込ま
れている歯車付のモータである。
【００３５】
Ｂ．概要
　図１を参照して、人力車両に対する基本的なドライブトレーンシステムの簡略化された
図が示されており、詳細には図２～図４、図５～図７、図８～図１０を参照してそれぞれ
後述されるドライブトレーンシステムの３つの実施形態１０、１００、２００のそれぞれ
に組み込まれている。ドライブトレーンステムには、例えば、それに取り付けられている
ペダルを用いて、人間によって動力が供給されるように構成されたクランク１が含まれる
。クランク１は、第１フリーホイール機構２を介して、シャフト３を駆動する。第１フリ
ーホイール機構２は、クランクをバックドライブさせることなく、シャフト３を前方に回
転することを可能にする。シャフト３は、第１のモータ４によっても駆動され、第１のモ
ータによって完全に動力が供給されたり、第１のモータによって部分的に動力が供給され
たり、又は、第１のモータによって少しも動力が供給されることがない。シャフト３は、
次に、付加第２フリーホイール機構５を介して、駆動輪６を駆動する。もし含まれるので
あれば、第２フリーホイール機構５は、第１のモータ４又はクランク１をバックドライブ
させることなく、駆動輪６を前方に回転することを可能にする。駆動輪６は、第２のモー
タ７によっても駆動される。駆動輪６は、第２のモータ７によって完全に動力が供給され
たり、第２のモータによって部分的に動力が供給されたり、又は、第２のモータによって
少しも動力が供給されることがない。さらに、駆動輪６は、第２のモータ７によって反対
に駆動されてもよい。ペダル、クランク１、シャフト３、モータ４、７、駆動輪６間に伝
達される駆動力は、この実施形態に直接又は間接に依存しているであろう。
【００３６】
　もしドライブトレーンシステムが付加第２フリーホイール機構５を含まなければ、駆動
輪６が前方に回転されたときに、第１のモータ４及びシャフト３はバックドライブするで
あろう。しかし、クランク１は、第１フリーホイール機構２の存在のために、バックドラ
イブしないであろう。
【００３７】
　付加システム制御８は、一般的に図１１を参照して詳細に後述されるコントロールシス
テム３００を表し、モータ４、７及びクランク１に接続している。システム制御８は、ク
ランク１とモータ４、７の１つ以上のセンサから入力を取り込み、モータに制御信号を与
える。この制御信号は、モータを駆動させるために使用される動力の量を最適化する。
【００３８】
　変速機９は、パワートレーンシステムに含まれていても良く、システム制御８に接続し
ていても良い。変速機がドライブトレーンシステムに含まれる場合、もし変速機がバック
ドライブされることができなければ、第２フリーホイール機構５が必要とされるであろう
。この変速機は、それゆえ第２フリーホイール機構の上流でドライブトレーンシステムに
装着されるべきである。
【００３９】
　１つの駆動輪６が示されているが、いくつかの実施形態では、２つ以上の駆動輪でもよ
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い。例えば、クランク１と第モータ４は、駆動輪６を駆動させても良く、第２のモータ７
は、第１駆動輪６と同じ車両のさらなる駆動輪を駆動させても良い。ここのこと、例えば
、２つの後輪が、ドライブトレーンシステムの異なる箇所によって動力が供給される、三
輪車の場合であろう。他の実施形態では、三輪車においても、クランク１、第１のモータ
４、第２のモータ７の全てが、１つの駆動輪に動力を供給するように構成されても良い。
【００４０】
Ｃ．実施形態
　図２～図４を参照して、一般的に１０で示されるドライブトレーンシステムの実施形態
が、様々な視点で示されている。クランク１１は、ペダルに備え付けられており、ドライ
ブトレーンシステム１０が装着された車両の運転者によって動力が供給される。ベルト又
はチェーン１２は、遊星輪４によって張力が与えられており、クランク１１を、中間軸２
０に取り付けられている車輪１６に接続する。中間軸２０は、車輪２２に接続され、車輪
２２は、次に、ベルト又はチェーン２４によって第１のモータ軸３０上の第１フリーホイ
ール２６に接続されている。車輪１６、２２は、最適な噛合いを与えるために、異なる寸
法を有しても良い。第１フリーホイール２６の機構は、クランク１１をバックドライブす
る必要なしに、車両を前方に移動することを可能とする。モータ軸３０には、第１電気モ
ータ３２とさらに車輪３４が接続している。クランク１が前方に回転すると、それは中間
軸２０と第１のモータ軸３０の両方を回転させる。第１電気モータ３２は、歯車モータで
あっても良く、動力が供給されて、全体的に、又は、クランク１を回転する運転者によっ
て与えられる動力に動力を付加することによって、第１のモータ軸３０と車輪３４を前方
（すなわち、車両の前方）に駆動させても良い。もし電力が第１のモータ３２に供給され
ない場合、クランクが回転されるとそれも回転するであろう。
【００４１】
　第１のモータ軸３０上の車輪３４は、ベルト又はチェーン３５によって、変速機入力軸
４０に取り付けられた車輪３８に接続している。変速機４２は、入力軸４０に接続されて
、入力軸４０から入力されるその駆動を得る。変速機軸４０が回転させられると、変速機
は、変速機出力軸４５に取りつけられた車輪４４に動力を伝達する。変速機４２は、例え
ば無断可変自動変速機のような可変ギア比変速機である。
【００４２】
　車輪４４は、ベルト又はチェーン４６を介して、駆動輪５２の車軸５０に取り付けられ
た第２フリーホイール４８に接続されている。フリーホイール４８の付加機構は、第１の
モータ３２又はクランク１をバックドライブすることなく、駆動輪５２を前方に回転する
ことを可能にする。いくつかの場合、変速機がバックドライブできないかもしれないので
、フリーホイール４８は必要である。
【００４３】
　第２のモータ５４は、歯車モータでも良く、駆動輪５２に直接接続されている。第２の
モータ５４は、駆動輪５２に、前方又は反対方向のいずれかへの動力を付加するために使
用されることができ、車両速度を減速することによって、他に回生ブレーキとして知られ
ているように、エネルギーを再生するためにも使用されることができる。第２のモータ５
４は、ハブモータ又は車輪モータであっても良く、駆動輪５２を直接駆動する。第２のモ
ータ５４は、フリーホイール機構なく駆動輪５２に接続されて、駆動輪を前方及び反対方
向の双方に駆動することができる。
【００４４】
　一般的に１００で示される、ドライブトレーンシステムの第２実施形態が、異なる視点
における図５～図７に示されている。多くのドライブトレーンシステム１００は、第１実
施形態１０のそれと似ている。例えば、クランク１１０と第１のモータ１３２は、接続し
ているベルト、チェーン及び／又は車輪と同じ配置をもって使用されており、それぞれ人
間による力と電動力を車軸１５０に取り付けられた駆動輪１５２に供給する。ドライブト
レーンシステム１００との１つの相違点は、第２のモータ１５４が、駆動輪１５２の車軸
１５０から外れた軸上に配置されていることである。第２のモータ１５４は、ベルト又は
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チェーン１６２を介して駆動輪１５２の車軸１５０に取り付けられている車輪１６４に接
続している車輪１６０を駆動する。
【００４５】
　一般的に２００で示される、ドライブトレーンシステムの第３実施形態が、図８～図１
０に示される。運転者がペダルを踏みクランク２１０を回転させる。クランク２１０は、
クランクが回転された時に回転するシャフト２１２に接続している。シャフト２１２は、
フリーホイール機構２１４に接続しており、クランク２１０をバックドライブさせること
なく、車両を前方に移動することを可能にする。フリーホイール機構２１４は、次に、自
在継手２３０を介して第１のモータ２３２に接続しているシャフト２１６に接続している
。第１のモータ２３２は、次に、別の付加フリーホイール機構２４０を介して変速機２４
２に接続している。望まれれば、フリーホイール機構２４０は、第１のモータ２３２又は
クランク２１０をバックドライブすることなく、駆動輪２５２を前方に回転することを可
能にする。変速機２４２は、変速機出力軸２４４を駆動し、次に、車軸２５０に取り付け
られている駆動輪２５２を回転させる。ドライブトレーンシステム２００の第２のモータ
２５４は、駆動輪２５２に接続されて、駆動輪２５２を前方又は反対方向のいずれかに直
接駆動させ、回生ブレーキのためのものである。
【００４６】
　または、第２のモータ２５４は、図５～図７の前述のドライブトレーンシステム１００
のように、駆動輪２５２の車軸２５０と異なる軸上に配置されても良い。この場合、駆動
輪２５２への動力は、ベルト、チェーン又はシャフトを介してシャフト外第２のモータ２
５４から供給されても良い。
【００４７】
Ｄ．制御システム
　図１１を参照して、一般的に３００で示される、制御システムの実施形態が、そのメイ
ンモジュールと、モジュールとモジュールが制御する要素との接続をもって示される。制
御システム３００を参照して、以下に記載される要素に対応するもの（例えば、モータ３
４０、３４２や変速機３６０）は、上記に詳細に記載されたドライブトレーンシステム１
０、１００、２００の実施形態に容易に確認されるであろう。制御システム３００は、第
１、第２のモータ３４０、３４２を制御するシステムコントローラ３０５と、制御システ
ム３００の変速機３６０と、を含む。システムコントローラ３０５は、さまざまな運転状
況下で車両性能を最大にするように、これらの要素を制御する。例えば、車両が坂を上る
場合、ギア比を変化させて、より高いトルクを駆動輪に加えることを可能とするであろう
。逆に、早い車両速度において、ギア比を上げるように変化させて、速い駆動輪速度で低
い使用者リズムを可能とするであろう。
【００４８】
　システムコントローラ３０５は、ペダルモジュール３１０からの入力を受け取り、次に
、ペダル及び／又はクランクに接続している１つ以上のセンサからその入力を受け取る。
そのようなセンサは、リズムセンサ３１２とトルクセンサ３１４であっても良い。
【００４９】
　システムコントローラ３０５は、モータコントローラ３２０からの入力も受け取り、ま
た、それに出力も与える。モータコントローラ３２０は、ドライブトレーンシステム１０
、１００、２００の上記の要素に取り付けられている様々なセンサ、例えば、第１のモー
タ３４０用の速度センサ３２２、第２のモータ３４２用の速度センサ３２４、第１のモー
タ３４０用の電流センサ３２６、第２のモータ３４２用の電流センサ３２８、からの入力
を受け取る。センサ３２２～３２８から受け取られた入力とシステムコントローラ３０５
から受け取られた入力とに基づいて、モータコントローラ３２０は、それらに供給される
電力を制御するために、第１のモータ３４０と第２のモータ３４２に制御信号を送信する
。
【００５０】
　車両が、電力を使用して駆動輪を駆動する、又は、駆動を援助する場合、オプティマイ
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ザモジュール３７０は、２つのモータ３４０、３４２間の最適な動力分割を計算する。あ
るいは、オプティマイザモジュール３７０は、モータコントローラ３２０に配置されても
良い。分割は計算されて、両モータ３４０、３４２は、使用者が期待しているような車両
のトルク及び動力出力を達成しつつ、それらの最適効率範囲内で、できるだけ速く駆動さ
れている。もしこれが不可能であれば、モータは駆動されて、それらの総合効率が最適と
なる。
【００５１】
　システムコントローラ３０５は、変速機３６０からの入力も受け取り、次に、その入力
軸上のセンサ３６２とその出力軸上のセンサ３６４からの入力を受け取る。変速機モジュ
ール３６０は、センサ３６２、３６４から及びシステムコントローラ３０５からの信号を
受け取った結果として、変速機内のギア比制御モジュール３６６に出力制御信号を送信す
る。
【００５２】
　制御システム３００は、モータからの反対の動力を開始するために、運転者に、反対方
向にペダルを踏むことを要求するので、運転者は、クランクが正常に回転するよりも速く
ペダルを踏む必要がある。このことは、車両が反対方向に移動するときに、クランクがバ
ックドライブしているように運転者が感じないようにさせる。車両が反対に駆動されると
、クランクは反対方向に回転する。このことは、例えば、車両が坂を後方に向かってころ
がるときに起こり得る。
【００５３】
　システムコントローラ３０５とそれに接続されたモジュールは、ソフトウェア、ファー
ムウェア及び／又はハードウェアに取り入れられても良い。
【００５４】
Ｅ．変形例
　発明は、後輪駆動車両に関連して記載されているが、後輪操舵されても良い前輪駆動の
車両にも適用可能である。三輪の人力車両への使用の他にも、開示のドライブトレーンは
、しかし、車いす及び／又は他の援助技術及び装置のような、被駆動輪を使用する機構又
は装置に使用されても良い。
【００５５】
　実施形態の多くは３つの動力源（クランク及び２つのモータ）が１つの車輪に動力を供
給する単独のドライブトレーンに関して記載されているが、これらの実施形態の全ては、
ドライブトレーンシステムの２つの部分に分けられても良い。クランクと第１のモータが
１つの駆動輪に動力を供給し、第２のモータが別の駆動輪に動力を供給する。
【００５６】
　第１のモータ３２は、インラインよりもむしろ、ベルト、チェーン、シャフト又はギア
によって中間軸２０に装着されることもできる。
【００５７】
　フリーホイール機構は、ここに記載された実施形態に示された位置以外の位置に配置さ
れることができる。例えば、ドライブトレーン１において、車軸５０上のフリーホイール
４８に配置されているフリーホイールの他に、車輪４４に配置されても良い。
【００５８】
　電動モータは、示されている位置と異なる位置に配置されても良い。例えば、第１のモ
ータは、変速機と駆動輪との間に配置されても良い。別の例として、第１のモータは、ク
ランクと中間軸との間に配置されても良い。他の実施形態では、第１のモータは、クラン
ク（すなわち、クランクのシャフト）に直接動力を供給しても良く、中間軸に直接動力を
供給しても良い。
【００５９】
　ドライブトレーンは、電動モータ以外のモータと共に使用されても良い。
【００６０】
　第２のモータは、第２駆動輪を駆動するために使用されても良い。例えば、三輪車にお
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いて、ドライブトレーンは、クランクと第１のモータを用いて第１駆動輪を、第２のモー
タを用いて第２駆動輪を駆動するように構成されても良い。ドライブトレーンシステムは
、おそらくは、自転車において分割されてもよい。例えば、クランクと第１のモータが後
輪に動力を供給し、第２のモータが前輪に動力を供給する。
【００６１】
　もし、反対及び前方への動力を、変速機を介して駆動輪から逆に変速機入力に伝達され
ることが可能な変速機が使用される場合、ドライブトレーンは、第２のモータに対する必
要性なくその機能を維持するであろう。このことは、駆動輪と第１のモータとの間のフリ
ーホイールを取り除くことによって達成されるであろう。フリーホイールは、第１のモー
タとクランクとの間に必要とされており、クランクをバックドライブすることなく、車両
を前方に走行させることを可能にするであろう。
【００６２】
　一般的には、他に示されていない限り、一つの要素は、普遍性の損失なく、複数でも良
く、その反対でも良い。
【００６３】
　記載を通して、発明のより完全な理解を与えるために、特殊な詳細が明らかにされた。
しかし、発明は、これらの事項なく実施されるであろう。本発明から外れることなく、い
くつかの要素は省略され、他の要素が加えられるであろう。他の例では、発明を不明確に
する不必要性を避けるために、既知の要素が詳細に示されたり記載されたりしていない。
したがって、この明細書と図面は、制限的なというよりもむしろ、実例的な意味とみなさ
れるべきである。
【００６４】
　ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア間の線は、いつもはっきりしているとは
限らないと認識されるであろう。ここに記載されたソフトウェアで実行されるモジュール
及びプロセスが、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのいずれ
かの組み合わせに具体化されても良いことは、同業者に理解されている。そのようなプロ
セスは、マイクロコードのようなコード化された指示によって、及び／又は、コンピュー
タ又はプロセッサによって読み取られる１つ以上の非一過性媒体にプログラミング指示を
記憶させることによって、制御されても良い。コードモジュールは、あるいは、ハードデ
ィスクドライブ、固体状メモリ等の、あらゆるコンピュータ記憶システム又は装置に保存
されても良い。方法は、あるいは、ＡＳＩＣ又はＦＰＧＡ電気回路のような特殊化された
コンピュータハードウェアに部分的に又は全体的に具体化されても良い。
【００６５】
　ここに開示された特別な詳細に対する変形がなされて、開示された発明の範囲内の他の
実施形態をもたらすことがあり得るあることは、同業者には明らかであろう。個々に記載
された全ての要素、寸法、構成は、例であるにすぎず、それらの実際の値は、具体的な例
に依存する。したがって、この発明の範囲は、以下のクレームによって定義される要旨に
したがって構成されるべきである。
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